
令和５年３月市議会定例会議

◆ 議案第４４号 福島市消防団員の定員、任免、服務及び給与に関する条例の一部
を改正する条例制定の件

◆ 議案第１６号 令和４年度福島市一般会計補正予算（第１４号）
（消防本部所管分）

◆ 報告第１号 専決処分報告の件

　　　・専決第４号　損害賠償の額の決定並びに和解の件

総 務 常 任 委 員 会 資 料

消防本部
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議案第４４号                                                 （議案書１８６頁） 

福島市消防団員の定員、任免、服務及び給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件［消防本部所管分］ 

 

１ 改正の概要 

  消防団員の定員の適正化及び報酬の見直しのため、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の趣旨  

 （１）基本団員の減少が続いており、条例定数を下回っている一方、機能別団員は学生団員の入団が増える傾向にあることから、定員の適正

化を行うもの。 

（２）消防団員を確保するため年額報酬を見直すもので、「一般団員」階級の年額報酬は「国の基準」より低いことから基準額と同額に引上

げ、また、「副分団長」以上の階級の年額報酬は「国の基準」より高いことから、基準額との均衡を図るため、一定割合の減額を行うも

の。 

 

３ 改正の内容（改正箇所：下線部） 

改正後 改正前 

（定員） 

第２条 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１９条第２項の

規定に基づく消防団員の定員は、２，５８７人とし、定員の区分は、次

の各号に掲げる消防団員の区分に応じ、それぞれ該当各号に定めると

おりとする。 

（１）次号に掲げる消防団員以外の消防団員（以下「基本団員」とい

う。）２，４０９人 

（２）市長が定める特定の消防事務に限り従事する消防団員（以下「機

能別団員」という。）１７８人 

２～４ （略） 

（定員） 

第２条 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１９条第２項の

規定に基づく消防団員の定員は、２，６６０人とし、定員の区分は、

次の各号に掲げる消防団員の区分に応じ、それぞれ該当各号に定める

とおりとする。 

（１）次号に掲げる消防団員以外の消防団員（以下「基本団員」とい

う。）２，５０６人 

（２）市長が定める特定の消防事務に限り従事する消防団員（以下「機

能別団員」という。）１５４人 

２～４ （略） 
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改正後 改正前 

別表第１ （第１４条、第１６条関係） 

階級 年額報酬 旅費額 

団長 ２０５，０００円 （略） 

副団長 １４５，０００円 

分団長 ８０，０００円 

副分団長 ６０，０００円 

部長 機関操作に従事

する者 
５３，０００円 

その他の者 ４７，０００円 

班長 機関操作に従事

する者 
４４，０００円 

その他の者 ３８，０００円 

団員（基本団員） 機関操作に従事

する者 
４２，５００円 

その他の者 ３６，５００円 

団員（機能別団員） １２，０００円 
 

別表第１ （第１４条、第１６条関係） 

階級 年額報酬 旅費額 

団長 ２２０，０００円 （略） 

副団長 １６０，０００円 

分団長 ８７，０００円 

副分団長 ６６，０００円 

部長 機関操作に従事

する者 
５３，０００円 

その他の者 ４７，０００円 

班長 機関操作に従事

する者 
４４，０００円 

その他の者 ３８，０００円 

団員（基本団員） 機関操作に従事

する者 
３６，０００円 

その他の者 ３０，０００円 

団員（機能別団員） １２，０００円 
 

 

４ 具体的な影響 

（１）団員数の現状に応じた適正化により地域の実情に応じた消防団の充実強化を図る。また、基本団員の定数に応じて負担している「消防

団員退職報償金支給責任共済負担金」等の掛金の削減を図る。 

（２）「団員」階級の報酬見直しにより消防団員の入団促進を図る。 

 

５ 条例の施行日 

  令和５年４月１日 
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６ 参 考 

  ①消防団員数の推移                                      （人） 

団員別 
条例定数 団員数 

Ｒ２．１０．１ Ｒ２．１０．１ Ｒ３．４．１ Ｒ４．４．１ Ｒ５．３．１ 

基本団員 ２，５０６ ２，３２５ ２，２８３ ２，２５６ ２，２６６ 

機能別団員 １５４ ６７ ８７ １１２ １３５ 

合  計 ２，６６０ ２，３９２ ２，３７０ ２，３６８ ２，４０１ 

 

②国の基準（地方交付税単価） 

階級 単価 

団長 ８２，５００円 

副団長 ６９，０００円 

分団長 ５０，５００円 

副分団長 ４５，５００円 

部長・班長 ３７，０００円 

団員 ３６，５００円 
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福島市消防団員の定員、任免、服務及び給与に関する条例の一部改正
（消防団員の年額報酬の改正）

１ 消防団員の処遇改善の必要性と対応

消防団員が減少していることや、災害が多発化・激甚化する中、消防団員の負担が増加していることを踏まえ、消防団員の処遇を改善し、消防団員を確

保することを目的として、条例の一部を改正するもの。

団員の処遇改善を進めるにあたっては、出動時の手当、年額報酬、福島支部対象事業負担金など消防団予算の総合的な見直しを行い、条例において規定

している消防団員の年額報酬を改正するもの。

〈議案第４４号関連資料〉

出動時の手当

（費用弁償）

年額報酬

支部対象事業
負担金

令和５年度に向け
改正を検討

出動時の手当

(｢出動報酬｣に改め）

支部対象事業
負担金の見直し

令和４年４月１日改正 令和５年４月１日改定（予定）

令和５年４月１日改定に向け検討

早期
見直し

災害が多発する中、消防団活動に報いる
ため、先行して出動手当の見直しを実施

（業務の負担や活動時間を勘案）
１日2,000円 → １日最大8,000円

検討内容
・団員階級の年額報酬を基準どおり36,500円へ
の引上げ

・「副分団長」以上の階級の年額報酬は、基準
額との均衡を図るため、一定割合の減額を行う

・事務事業の見直しによる負担金の一部削減

条例

年額報酬の見直し

条例改正

２ 改正の経過
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議案第１６号 令和４年度福島市一般会計補正予算（第１４号）[消防本部所管分]

 第１表 歳入歳出予算補正 （議案書６４～６６頁）

 １非常備消防費

【歳入】１６款 国庫支出金　２項 国庫補助金　５目 消防費国庫補助金

（補正予算説明書１４頁）

【歳出】９款 消防費　１項 消防費　２目 非常備消防費 （補正予算説明書２０頁）

◎　事業名及び財源内訳
（単位 千円）

◎　減額理由

 ２消防施設費

【歳入】２３款 市債　１項 市債　８目 消防債 （補正予算説明書１７頁）

【歳出】９款 消防費　１項 消防費　３目 消防施設費 （補正予算説明書２０頁）

◎　事業名及び財源内訳
（単位 千円）

◎　減額理由

 第４表 地方債補正 （議案書７０頁）

(変　更） （単位 千円）

◎　補正内容

△4,200

事 業 名

非常備消防施設費
（防火水槽整備費）

補 正 額

△2,535

事 業 名

非常備消防費
（消防団等被服整備費）

国県支出金 地方債 その他 一般財源
補 正 額

　無蓋防火水槽の有蓋化工事を１基実施する予定であったが、工事費高騰に伴い請負業者の決
定が見込めないことから今年度実施を見送るもの。

- △3,100 - △1,100

補 正 額 の 財 源 内 訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源

国

 △844 - - △1,691

　非常備消防施設費（防火水槽整備費）の今年度実施の見送りに伴い、消防施設整備債の限度
額を変更するもの。

　消防団員用耐切創性手袋整備事業の国庫補助が見込めないことから今年度の実施を見送るも
の。

起 債 の 目 的
限 度 額

変 更 前 変 更 後

消防施設整備費 189,000 185,900

補 正 額 の 財 源 内 訳

- 6 -



 
 

報告第１号 専決処分報告の件               （議案書１９５頁） 

専決第４号 損害賠償の額の決定並びに和解の件             

 

 

１ 事故発生日時 令和４年１２月２２日(木) 午前１０時０２分頃 

 

 

２ 事故発生場所 福島市笹木野地内（住宅敷地内） 

 

 

３ 事故状況等  福島消防署職員が救助活動中、要救助者宅への進入箇所を確認する

ため、相手方住宅の引違い窓を開放しようとしたところ、窓ガラスが

破損した。 

 

４ 損害賠償額  物件損害額 １１，５５０円の１０／１０ １１，５５０円 

 

５ 和解の内容  本事故については、損害賠償額を上記のとおりとし、両当事者は、

ともに将来にわたり一切の異議申立て請求争訟等は行わない。 

 

６ 事故物件写真 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

窓ガラス破損状況（テープで応急処置後） 
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